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(57)【要約】
【課題】　２１世紀の水素社会の到来に併せ窒素インフ
ラを新設して水素による火災・爆発事故を防止する手段
を提供する。
【解決手段】水素による火災・爆発事故を防止するため
事故の発生危険度から水素の供給先を人口密度により人
口過疎地域、人口平均地域および人口過密地域の三地域
に分類し、導管を用いて各々の地域に適した全国規模の
窒素インフラを新設する。窒素インフラから供給される
窒素は燃料電池車向け水素ステーションでの安全対策の
他に大型物流倉庫や美術館等の密閉型建屋の防消火設備
にも使用する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　導管を用いた水素インフラが存在する広域な地域において使用される窒素製造所の窒素
供給設備であって窒素製造所から導管を用いて水素導管中に窒素を混合して水素・窒素の
混合ガスとし、更に供給先の人口密度により供給地域を人口過疎地域、人口密集地域及び
人口平均地域の三地域に分類して窒素製造所、窒素導管、水素・窒素混合器、水素・窒素
分離器び水素精製器を用いて上記の地域毎に独立した構成の供給方式を定め、各々の地域
に窒素を水素・窒素の混合ガス又は窒素単独ガスとして供給することを特徴とする窒素イ
ンフラシステム。
【請求項２】
　前記窒素製造所の窒素供給設備が窒素製造設備又は窒素リサイクル設備のいずれかある
いはその両方を備え、水素・窒素混合器及び水素・窒素分離器を使用してガス中の水素と
窒素の混合比率を任意の組成に調整して水素・窒素の混合ガス又は窒素単独ガスとし、前
記の地域区分に従って地域を分類しこれ等を組み合わせた供給先に導管を用いて窒素を水
素・窒素の混合ガス又は窒素単独ガスとして供給することを特徴とする請求項１に記載の
窒素インフラシステム。
【請求項３】
　前記窒素インフラの水素・窒素混合器及び水素・窒素分離器が水素分子と窒素分子の大
きさの差を利用した膜方式又は水素分子と窒素分子の固体吸着物質への吸着力の差を利用
した吸着方式であって、水素・窒素の混合カス中の水素及び窒素濃度を測定するに当たり
　両ガスの熱伝導度又は電気伝導度の差を利用して水素・窒素混合ガス中の水素と窒素の
濃度を測定し、水素・窒素の混合比率を任意に調節できることを特徴とする請求項１に記
載の窒素インフラシステム。
【請求項４】
　前記窒素インフラが水素インフラの防災設備として使用されることに加え、窒素インフ
ラの窒素供給設備から新たに配管を使用して窒素を分岐し上記の三地域に存在する物流倉
庫、美術館等の密閉型建屋における災害の発生時又は発生予想時に建屋内に窒素ガスを吹
き込むことにより建屋内の酸素濃度を低下させて建屋の火災・爆発災害を防ぐ防消火設備
として活用することを特徴とする請求項１に記載の窒素インフラシステム。
【請求項５】
　前記窒素インフラの密閉型建屋が窒素供給設備より窒素を同建屋の敷地において対象建
屋に供給するに際し、専用の連結配管及び開閉信号により作動する窒素元弁ロック機能を
経由して建屋の防消火設備に連結することを特徴とする請求項１に記載の窒素インフラシ
ステム。
【請求項６】
　前記窒素インフラの窒素供給設備が同設備が存在する地域の空気分離装置から分離され
た窒素を液化窒素とし、これを液化窒素ローリ車を用いて窒素供給設備及び前記の建屋の
防消火設備まで輸送して窒素供給のためのバックアップとして使用することを特徴とする
請求項１に記載の窒素インフラシステム。
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】

【技術分野】
【０００１】
　本発明は、来るべき水素社会の到来に備え水素に起因する火災・爆発災害を防止するた
め新たに導管を用いた窒素インフラを構築して水素インフラに付加し、水素による災害を
未然に防止すると共に構築された窒素インフラを物流倉庫等に代表される大型の密閉型建
屋の防消火設備として使用する手段を提供する。
【背景技術】
【０００２】
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　次世代のクリーンエネルギーとして期待される水素は地球温暖化防止に向けたクリーン
・ガスとして新しい用途の開発が進んでいる。中でも燃料電池車向けの水素は既に実用車
が市販され実用化の段階を迎えている。一方、需要拡大への最大の課題は燃料電池車へ水
素を供給するための水素ステ－ションの整備であるといわれている。本発明の窒素インフ
ラの構築はこの水素ステーション向けの水素インフラと密接に関係する。
【０００３】
　最初に窒素インフラの構築に不可欠な水素ステーション向けの水素インフラの現状を記
す。水素ステーションは水素製造所と水素充填所の存在場所により、オンサイト型とオフ
サイト型に区分される。オンサイト型とは、両者が同一場所にあるステーションを指し、
オフサイト型は充填所から離れた場所で水素を製造する方式を指す。
【０００４】
　両者は製造場所の立地条件や水素の輸送方法で各々長所短所があり、現時点でどちらの
方式が優位かについて結論は出ていない。オフサイト型の水素ステーションについては水
素を集中して大量に製造でき水素の製造コストを安くできる利点があるが、水素製造所か
ら水素ステーションまで水素を輸送しなければならない。
【０００５】
　水素の輸送方法として水素ガスを高圧ボンベに充填し専用の車両で運ぶ方法、水素を液
化し液化水素ローリ車で運ぶ方法及び導管を用いてガス状態で運ぶ方法がある。本発明で
はこの中から導管を使用する方法を選び、この導管輸送による水素インフラの存在を前提
に新たな提案を行う。
【０００６】
　実際に導管を使用して水素ステーションへ水素を供給する方式は２０１１年に水素・燃
料電池実証プロジェクトの一環として北九州市で試行された。この水素ステーションでは
隣接する製鉄所で副生した水素から製造された純水素を地上に敷設した導管を使用して受
け入れた。導管の長さは全長で約２ｋｍである。同プロジェクトはこの方式を「導管を使
用した日本初の次世代型水素ステーション」として紹介した。
【０００７】
　本提案の第一目標はこの水素の導管中に窒素を添加して水素・窒素の混合ガスとして輸
送された窒素を利用し、新たな窒素インフラを構築して水素による火災・爆発災害を未然
に防止するものである。以下にその背景を記す。
【０００８】
　可燃性ガスの爆発・火災の危険性を回避するため窒素を用いることは古くから化学工業
界では活用されている方法である。この理由は特に水素の場合、空気中での爆発範囲が広
いこと、着火エネルギーが小さいこと、燃焼速度が速いこと等極めて燃え易いガスのため
、窒素を添加して水素の危険度を安全側に移行させるためである。
【０００９】
　水素の輸送に導管を使用する方法は欧米では既に実績があり、我が国でも石油コンビナ
ート等の企業間においてその流通に使われている。しかし水素を単独とせず水素・窒素の
混合ガスとして輸送する方法は化学工場のアンモニア・プラント設備の一部で使われてい
るが、その活用方法は限定されており、市街地を含む広域な地域で実施されたことは国内
は無論のこと世界でも例はない。
【００１０】
　一方で水素中に窒素を混入させて水素輸送の安全性を高めようとする試みは最近になり
見直しが行われ、幾つかの新たな提案がある。　導管を使用して水素を水素・窒素の混合
ガスとして輸送する方法として次の文献が公開されている。
【特許文献１】特開２００４－１４６３１２号公報
【特許文献２】特開２００４－２２０８０２号公報
【特許文献３】特開２００６－２０７７８５号公報
【特許文献４】特開２０１６－１９３８１０号公報
【００１１】
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　文献１，２には水素の爆発危険性を回避するため、水素を単独ではなく水素・窒素の混
合ガスとして輸送する方法が記載されている。　文献３には水素ステーションで水素・窒
素の混合ガスから水素と窒素を簡便な方法で分離する方法が記載されている。文献４では
導管からの水素ガスの漏洩を監視するため、導管から漏れた水素の検知方法が記載されて
いる
【００１２】
　特許文献１～４に示す方法で水素インフラを構築する場合限定された地域おいて実施す
る場合は極めて有効である。例えば国内において北九州市から山陽道、近畿、東海を経て
関東に至る経路は我が国屈指の人口過密地帯であり上記の特許文献に示す輸送方法はその
対応に適している。
【００１３】
　一方で国内で東北、北海道地方更に世界規模、例えば広大な国土を有する米国や中国等
で上記の方法を展開する場合はこれらの地域では水素製造所と消費先が荒野を挟んで数十
キロ以上離れているケースも稀ではない。これ等の全ての地域までも水素に市街地並みの
窒素を混合する試みは危険度への対応として過剰であり、適切ではない。
【００１４】
　この考えは水素インフラに付加する窒素インフラの構築についても同様である。即ち、
新しく構築される窒素インフラは対象とする地域の特性を考慮してその地域に最もふさわ
しい安全対策を実施することが重要である。　更に構築された窒素インフラは水素ステー
ションの安全対策だけに限定せず、従来にない新しい用途を付加する必要がある。
【００１５】
　本提案の第二目標は水素インフラに付加して構築された窒素インフラを導管を用いて広
範囲な地域において新たなタイプの防消火設備として活用する。以下にその背景を記す。
【００１６】
　美術館や博物館等で使用される消火設備では貴重な美術品が水消火により損傷されるこ
とを避けるため窒息性ガスを吹込んで消火させる設備は既に実用化されている。窒息性ガ
スとして実績あるガスはハロゲン系ガスと窒素である。これ等のガスは通常は専用ボンベ
に充填し消火を対象とする建屋の近傍に保管され万一の発災時にはここから火災の発生場
所へ向け放出される。
【００１７】
建屋内に窒素を吹き込み内部の酸素濃度を下げる場合、内部の空気は窒素とほぼ均一に混
合し、排気口を経由して大気に放散される。学術的にはこの混合を「完全混合」と呼ぶ。
　建屋内部の酸素濃度は徐々に低下し、可燃性ガスが燃焼できない濃度に達する。この時
の酸素濃度を「限界酸素濃度」という。この値は可燃性ガスによって固有の値を持ち、水
素の場合５．０％、メタンでは１２．１％である。
【００１８】
　可燃物が液体や固体の場合も高温により液体の蒸発や固体の分解で可燃性ガスを発生さ
せるので、窒素を使用してその燃焼を止めるためには気体の場合と同様に建屋内の酸素濃
度が可燃性ガスの限界酸素濃度以下になるまで窒素を吹き込めば良い。また窒素を大量に
吹き込む場合は、建屋内が過圧にならないよう、建屋内のガスを十分に排気できる排気経
路を確保することが必要である。
【００１９】
　通常ボンベに貯蔵可能なガス量は数ｍ３／本であるから、消火対象とする建屋の容量は
概ね数１０ｍ３～１００ｍ３程度に限定される。このため従来の消火対象は建屋全体では
なく、建屋の中で最も貴重な美術品を収納する部屋に限定せざるを得なかった。　従って
これ等の窒息性ガスによる消火設備を美術館全館や容積で数千ｍ３規模の物流倉庫等の大
型建屋を対象としてする試みは未だ公開されていない。
【００２０】
　上記の消火対象となる建屋としては通販向けの大型物流倉庫に加えて、貴重な絵画を所
有する美術館、可燃性美術品を収納す博物館、金色堂に代表される神社・仏閣、内部で塗
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料等可燃性危険物を取り扱う工場、更に事故時に可燃性ガスを発生する恐れのある密閉型
建屋等広範囲な建屋が挙げられる。
【００２１】
　これ等の対象物は従来の消火方法では煙検知器とスプリンクラーを組み合わせた水消火
を基本としており建屋全域をカバーするには対処が困難で、これに代わる新たな消火設備
が切望されていた。本発明はこの課題に対し既存の対応を一新させる有効でかつ独創的な
手段を提供する。
【００２２】
　一方で本発明を全国規模で利用する際、特に注意しなければならない重要な課題は酸欠
症即ち酸素欠乏に伴う人的災害や事故の防止である。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２３】
　本発明は、上記問題点に鑑みてなされたもので、水素ステーション向けの水素インフラ
に付加して新たに構築された窒素インフラを活用して、水素による火災・爆発災害の発生
を防止すると共に大型物流倉庫に代表される密閉型建屋の防消火設備として活用する手段
を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【００２４】
　窒素インフラの構築への第一番目の解決手段は新たな窒素インフラの構築は本インフラ
とは別途に建設される水素インフラの構築と時期を合わせて実施できる手段を提供するこ
とである。既に詳述したように今までに窒素インフラを構築するという発想は一切検討さ
れたことはなく、その関連情報も公開されていない。その最大の理由は窒素単独のインフ
ラでは、窒素を活用する需要が無かったためである。
【００２５】
　しかし今世紀に至り地球温暖化防止に向けたクリーン・エネルギーとして水素が注目さ
れ、燃料電池車向けの水素ステーションの建設が始まっている。更にネット販売の急増に
伴う大型物流倉庫や自動車向けの無人塗装工場での大規模な火災事故があり、その消火体
制の見直しが行われている。　これ等の新しい需要に対しては防災上窒素の助けがどうし
ても必要である。　この解決のために第二番目の解決手段は窒素は水素と共に全国規模の
需要先に向けて供給する手段を見出すことである。
【００２６】
　第三番目の解決手段は供給される窒素及び水素はその需要先の環境に併せて最も効率的
な方式で供給することである。水素や窒素の需要先はその製造元と離れている場合が殆ど
である。例えば需要先が東京都のような大都市、地方の中核都市、寒村地域では万一の事
故が発生する危険度は大きく異なる。従ってその供給方法は一律ではなく、その地域に適
した固有な方式を提供しなければならない。更にこの窒素インフラを全国に展開するには
上記の方式を最も効率よく組み合わた方式を選択することが大切である。
【００２７】
　この固有な方式を提供するため本発明では水素・窒素の組成比率を任意に調整できるこ
とが大きな特徴である。このために水素・窒素の混合ガス成分を正確に検知する技術と組
成比率を任意に調整できる機器が必要となる。本提案ではこれ等の機器について既に実績
のある機種の中から最適な機器を選択して指定している。
【００２８】
　次に窒素インフラが定着するための第四番目の解決手段は需要先の更なる拡大を目指し
て従来にない新たな用途を見出すことである。本発明ではその用途として大型物流倉庫に
代表される密閉型建屋の防消火設備への活用を提示している。
【００２９】
　窒素を建屋内に吹き込んで防消火に活用することは建屋内の支燃性ガスである酸素を窒
素で置換して燃焼を継続できなくすることである。以下に窒素を使用した建屋内の支燃性
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ガス（＝酸素）を窒素で置換することについて基本的な事項を記す。
【００３０】
　容積（Ａｍ３）を有する建屋の内部に容量（Ｖｍ３）の窒素を吹き込み建屋内の同量の
ガスを放出させて、建屋内の酸素濃度を通常濃度（ａ１＝２１％）から目標の酸素濃度（
ａ２％）まで低減させる場合、その低減曲線は「完全混合式」に従い、次の関数で示され
る。　ここでｅはネピアの数と呼ばれる定数である。

　上式より空気中の酸素を限界酸素濃度ａ２まで低下させる窒素量　Ｖは

例えば建屋容積＝７，０００ｍ３、目標の酸素濃度（＝水素の限界酸素濃度）＝５％を

即ち容積７，０００ｍ３の建屋内の酸素を窒素で置換して燃焼を継続できない酸素濃度ま
で低減させるには可燃性ガスを水素と仮定した場合、容量で約１０，０００ｍ３の窒素が
必要である。
【００３１】
　第五番目の解決手段は窒素の活用に伴う負の効果とも言われる酸欠事故に対する防止対
策を確立することである。人間は大気中の酸素濃度が下がり、約１０％レベルまで低下す
ると意識を失い、更に６％以下では数分で死に至る危険が生じる。これ等の症例は人間の
人為的ミスのよって引き起こされるケースが圧倒的に多いが、稀に作為的な行為や悪意に
よって引き起こされる危険性がある。
【００３２】
　窒素は燃焼に必要な支燃性ガス濃度を下げて防消火には有効である一方、酸素不足によ
る酸素欠乏症を引き起こす恐れがある。この防止対策は事前に十分検討され、必ず実行さ
れなければならない。この防護手段なくして窒素インフラが安定して普及することは困難
である。防護手段の詳細については次の「実施に向けての最良の形態」で説明する。
【発明の効果】
【００３３】
　火災・爆発が発生する確率から判断して、水素はガソリンや灯油に比べ極めて危険度の
高い物質である。　本発明により窒素インフラを活用した水素インフラに対する安全上の
バックアップ可能になれば、次世代エネルギーとして期待される水素社会の実現に向けて
防災面で大きく貢献する。
【００３４】
　更に広範囲の地域に構築された窒素インフラは簡潔な方法で大型建屋等の防消火設備と
して活用でき、その用途は拡大される。一方で窒素の導入に伴い新たに懸念される酸欠事
故の発生については、その防止に向けて十分な配慮が必要である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３５】
　既に詳述したように本発明は導管を用いた水素インフラに付随して構築されるので、最
初に水素インフラを［図２］に示す。水素製造所で製造された水素は通常は導管を用いて
水素供給先である水素ステーションに送られるが、本発明では水素の供給先を火災・爆発
の発生危険度によりＡ，Ｂ，Ｃの３地域に区分けする。
【００３６】
　この発生危険度は通常は人口密度の高低によるが、区分は周囲環境により変更すること
も可能である。　上記地域の区分は厳密ではない。今後新たなインフラが構築される場合
、その地区を管轄する監督官庁が指導する諸規制に従って決定されるが、ここではＣは人
口過密地域、Ｂは人口過疎地域、Ａは人口平均地域とする。
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【００３７】
　例えば北海道の室蘭市の製造所で製造された水素を導管を用いて札幌市に輸送する場合
、室蘭市はＡ地域、札幌市はＣ地域、両市を結ぶ田園地区はＢ地域とする。従来の導管を
用いて水素を始めとする可燃性ガスを輸送する場合はこのような地域の区分は行われず、
全地域を通じて同一の対応が取られていた。　しかし本発明では供給先を区分してその地
域に最も適合した輸送方法を選択する。
【００３８】
　次に本発明のうち窒素インフラ部分だけを取り出して［図３］に示す。図３に示す窒素
インフラは図２の水素インフラと同様、供給先をＡ，Ｂ，Ｃ地域へ供給するが、各々の地
域により機器の構成が異なっている。　図３で構成される主な設備と機器は窒素製造所、
窒素導管、水素・窒素混合器、水素・窒素分離器及び水素精製器である。
【００３９】
　Ａ地域は窒素製造所、窒素導管、水素・窒素混合器及び水素精製器で構成される。この
地域での窒素製造所は水素製造所からの水素に出来るだけ早期に窒素を混合するため水素
製造所の近傍に設置する。例えば製鉄所で発生するＣＯＧガスからの水素を使う場合は、
同じ製鉄所の酸素製鋼用に使用される酸素と共に副生する窒素を窒素製造所として活用す
る。
【００４０】
　Ｂ地域は水素・窒素分離器、水素導管及び水素精製器で構成され、更にＣ地域は窒素製
造所、水素・窒素混合器、窒素導管、水素精製器及び窒素リサイクル配管で構成される。
この窒素インフラを前記の水素インフラに上乗せした場合の構成を［図１］に示す。図１
は図２と図３で示した構想を合体したもので、本発明の構成を示す代表図である。
【００４１】
　最初に水素・窒素の混合ガスが送られるのはＡ地域である。例えばこの水素・窒素混合
ガスは両ガスの混合比率はＨ２／Ｎ２＝７０／３０（容量比）に調整し、同地域に存在す
る水素ステーションに送られる。水素ステーション内では水素精製器で窒素を完全に分離
して水素を燃料電池車に充填する。分離された窒素は窒素ベント管を経て大気に放出され
る。
【００４２】
　次いで水素・窒素の混合ガスはＢ地域に送られる。Ｂ地域は水素製造所と水素の主たる
供給先あるＣ地域を結ぶ過疎地帯で、火災・爆発の発生危険度から見れば最もその発生確
率が低い地帯である。ここでは先ず水素・窒素分離器を用いて混合ガス中の窒素の大部分
を除去し、水素・窒素の混合比率を例えばＨ２／Ｎ２＝９０／１０（容量比）に調整する
。
【００４３】
　この組成で、同地域に散在する水素ステーションに送り、更に水素ステーション内では
水素精製器で窒素を完全に分離して燃料電池車に水素を充填する。この地域で分離された
窒素は窒素ベント管を経て大気に放出される。Ｂ地域で大部分の窒素を分離する理由は導
管敷設費の削減と輸送コストの低減のためである。
【００４４】
　次いで水素・窒素の混合ガスはＣ地域に送られる。Ｃ地域は水素の最大の消費地でかつ
人口密度が最も高く、火災・爆発の発生確率の高い地域である。ここでは先ず水素・窒素
混合器を用いて窒素製造所から窒素を混合ガスに混合し、水素・窒素の混合比率を例えば
Ｈ２／Ｎ２＝５０／５０（容量比）に調整し、同地域に存在する水素ステーションに送る
。水素ステーションでは水素精製器を用いて窒素を完全に分離した後、水素を燃料電池車
に充填する。
【００４５】
　Ｃ地域で分離された窒素は他の地域と異なり、配管を通して窒素製造所へリサイクルさ
れる。この窒素のリサイクルには通常は独立した配管を設けて輸送するが、窒素リサイク
ル配管の全部又は一部に二重管を用いて内管側には水素・窒素の混合ガスを外管側には窒
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素を流す方式としても良い。更にＣ地域に設置される窒素製造所には上記の水素ステーシ
ョンからのリサイクル窒素を受け入れる設備の他に後述する液化窒素を受け入れる設備も
設置する。
【００４６】
　以上が本発明が第一の目標である「窒素インフラを水素インフラの火災・爆発事故の発
生を防ぐために活用する」ことへの基本的な構成である。　実際の窒素インフラはこれ等
に地域を多岐に組み合わせて構成される。その例を［図４］に示す。これ等の組み合わせ
は図１に示された構成を基本とするが、広域な地域に展開する際にはその組み合わせは任
意で良い。例えば図４に示すようにＡ地域から直接Ｃ地域に供給したり、Ｃ地域を更に分
割して並列又は直列に繋げて供給しても良い。
【００４７】
　本発明を日本全域で行う場合、例えば、数十ケ所のオフサイト型水素製造所と数千ケ所
の水素ステーションが本発明で示す水素インフラ及び窒素インフラの元で図４に示すよう
な自由な組み合わせで結ばれる。この結果、水素及び窒素インフラを従来までに提言され
た手段に比べてより安全で人手を要しない方法で同時並行的に構築することが可能となる
。
【００４８】
　更に従来までの水素インフラの実証は既述した北九州市での例に見られるようにその展
開が一部の地域に限定されていた。地球温暖化防止に向けた水素インフラや窒素インフラ
の構築は少なくとも日本全域、更に中国、米国等の広大な国土を有する国々でも展開でき
る構想でなくてはならない。本発明はこの地球規模での展開の可能性を残す。
【００４９】
　次に本発明で使用する水素・窒素の分離、混合、精製について補足を行う。本発明の大
きな特徴は構築される水素及び窒素インフラでは水素と窒素の混合比率を任意にかつ正確
に調整できることである。このためには先ず両者の混合比率を正確に測定する技術が不可
欠である。
【００５０】
　窒素ガス中の水素ガス濃度を正確に測定する方法として第一候補として選択したのは熱
伝導度を利用する方法である。この測定法は水素の熱伝導度は窒素のそれに比べて１桁小
さいことを利用する。幸い本発明が対象とする水素や窒素は燃料電池車向けであり、水素
と窒素以外の不純物が極めて少なく純度が極めて高いので本測定法に最適である。
【００５１】
　第二候補は電気伝導度を利用する方法である。　例えばＰｔ／ＷＯ３やＳｎＯ２の薄膜
を使用した測定法は新しい水素濃度の測定として十分対応可能である。この方法は前項の
方法と共通して小型でかつ自動化が易しいという特色を持つ。更に測定部に加熱部を有し
ないという安全面の長所を有している。
【００５２】
　次の課題は上記に示した測定結果をどのような機種を使用して水素と窒素の分離・精製
を行うかである。第一の機種は水素と窒素の分子の大きさ違いを利用した膜分離方式を使
う機種である。次いでモレキュラー・シーブに代表される固体吸着物質資への吸着力の差
を利用する機種がある。これ等の機種を活用したガスの分離・精製法は既に実用化されて
おり、本発明に適用することは十分に可能である。
【００５３】
　本発明ではこれ等の機器を水素・窒素混合器、水素・窒素分離器及び水素精製器に活用
する。この内水素精製器は通常は水素ステーション内に設置され、その敷地面積上の制約
を受けるケースが多いので小型化が容易な膜分離方式が適している。
【００５４】
　一方で水素・窒素分離器と水素・窒素混合器は通常は水素・窒素の混合ガスの主要導管
に設けられ、敷地上の制約を受ける心配は少ない。更にこれ等の機種はガス濃度の測定に
加えて、正確な分離と混合操作を行うため前記の濃度の測定結果と流量計を組み合わせた
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比例制御を行う必要があり、本発明では「器」と表示しているが、むしろ装置に近い。こ
の場合は設置場所の環境に併せて上記に記載した機種から適切な組み合わせを選択する。
【００５５】
　次に本発明の第二の目標である「窒素インフラを建屋の防消火対策に活用する」ことに
ついて記す。窒素は燃焼の三要素である「可燃物」「支燃性ガス」「着火源」のうち支燃
性ガス（＝酸素）の濃度を低減させて燃焼を食い止めることは既に記述した。ここでは本
発明の窒素インフラを建屋の防消火対策に用いる具体的な方法を記す。
【００５６】
　窒素インフラを建屋の防消火設備として活用する略図を［図５］に示す。この図には先
の地域の区分けに従い、窒素供給設備から配管を用いて対象となる建屋に向けて窒素を供
給する経路が示されている。　防消火の対象となる建屋は本文の技術背景で既に記載した
ように大型の物流倉庫に代表される密閉型建屋である。
【００５７】
　地域区分に従えば、Ａ地域の窒素供給設備としては水素製造所内又は近傍の窒素製造所
が挙げられる。現在、水素製造所として有望な候補は化学工場、石油化学コンビナート各
社、製鉄所等があり、これ等の会社は全て自消用や保安用に十分な窒素を確保しており、
供給面で不安はない。これ等の窒素供給設備から対象建屋に向けて窒素を専用配管を使用
して供給圧力で１ＭＰａ以下の中圧で供給する。
【００５８】
　Ｂ地域の窒素供給設備としては、水素・窒素の混合ガスの導管に設置される水素・窒素
分離器から放出される窒素を活用する。この窒素は通常は大気中に放散されている。一般
的にこの地域に存在する建屋数は他の地域に比べて少ないが、万一の緊急時には、この放
散を取りやめ専用配管を用いて対象建屋へ窒素を供給する。
【００５９】
　更にＢ地域に孤立した対象建屋が存在し、かつ水素・窒素分離器から遠距離になり配管
よる窒素輸送が困難な場合は、特例として後述する液化窒素ローリ車によるバックアップ
方式を採用して建屋内に直接液化窒素を吹き込むことも可能である例えばＢ地域に軍の基
地が存在し、その敷地内にある爆薬等危険物を保管する倉庫が火災・爆発の危険に曝され
たケースが、これに該当する。
【００６０】
　Ｃ地区は他の地域に比べて圧倒的に対象とする建屋数の多い地域である。この地域の窒
素供給設備としては地域内の窒素製造所が挙げられる。この窒素製造所は自ら窒素を製造
する他に地域内の水素ステーションから配管を用いて窒素がリサイクルされている。　更
に対象となる建屋数が多いので、　万一緊急時に窒素の供給が途絶えないよう窒素のバッ
クアップ体制を確立しておくことが大切である。
【００６１】
　このバックアップとして［図５］に液化窒素ローリ車による供給を示す。現在都市部で
は病院における酸素吸入向けに専用ローリ車による液化酸素の流通が既に定着している。
液化酸素は同じ地域にある空気・深冷分離装置で製造されるが、この際液化窒素が併産さ
れる。　この液化窒素を専用ローリ車を使用して窒素供給設備に運搬し、バックアップ用
の窒素として活用する。
【００６２】
　次に専用配管を使用して供給される窒素を対象建屋において防消火設備として使用する
方法について記す。窒素による窒息効果を高めるためには建屋の気密性を出来るだけ保っ
た状態で内部に滞留する空気を吹き込んだ窒素と共に排気系に導くことが大切である。先
ず本発明の効果を有効に活用させるために対象建屋本体の構造について記す。
【００６３】
　本発明の対象となる建屋は物流倉庫に代表される大型建屋で通常は数階建て、かつ出入
口を除けば開口部の少ない密閉型構造を有するものが多い。建屋の最上階には大気に通じ
る換気部を有するが、緊急時に吹き込むような大量の窒素を排気できる構造となってない
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。
【００６４】
　このような構造を有する建屋には通常の換気部に加えて、緊急時の大量の窒素の吹き込
みに備えて臨時に使用できる排気経路を別途確保しておく必要がある。具体的にはこの経
路に換気ゲートやラプチュア・デスク（＝破裂板）を設けて通常は大気と遮断しておき、
緊急時だけこれ等の機器を開放できる構造とすれば良い。この処置により、地上部から導
入された大量の窒素は建屋内の空気と十分に混合し建屋内を加圧することなく、排気経路
を経由して建屋上部から大気に放散される。
【００６５】
　次に窒素インフラから分岐された窒素配管を対象建屋敷地で建屋の防消火設備と連結す
る方法について記す。［図６］には連結部の略図を示す。両配管は図６に示すように平常
時には連結せず、緊急時のみ専用の連結用配管を用いて連結する。これは建屋内に人間が
在室している場合、誤って窒素が導入されると酸素欠乏により重大災害が発生する恐れが
あるからである。
【００６６】
　この危険の防止のため、図６の上段には　緊急時に連結用配管を用いて窒素配管と連結
した後、予め指定された管理者が所有する特定パスワードをパスワード入力装置に入力し
ない限り、窒素元弁ロック機能を解除できない防護策が示されている。図６の下段にはこ
の防護策に加えて「煙検知による火災発生情報」「赤外線センサーによる無人確認情報」
「換気ゲート開放等の換気確認情報」を組み込み、この回路が作動しない限り同ロック機
能が解除できない防護策を追加し安全面での冗長化を図っている。
【００６７】
　窒素インフラの普及に当たっては上記のハード面の対策に加え、ソフト面でも酸素欠乏
による事故や災害を防止に関し対応策を確立しておかなければならない。具体的な対応と
して対象となる建屋は全て所轄官庁の許認可制として、かつ建屋には酸欠防止管理者の常
駐を義務付ける等の対応が考えられる。　安全を確保するために導入した窒素インフラが
人命を奪う凶器となってはならない。
【産業上の利用可能性】
【００６８】
　本発明により導管を使用する窒素インフラが確立できれば、全国規模の燃料電池車向け
水素ステーションの安全対策に寄与するだけでなく密閉型の大型建屋が火災の危険に遭遇
した場合従来にない新しいタイプの防消火設備として活用できる。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１】導管を用いた水素インフラと窒素インフラの構成を示す概略図である。
【図２】導管を用いた水素インフラの構成を示す概略図である。
【図３】導管を用いた窒素インフラの構成を示す概略図である
【図４】水素インフラと窒素インフラを組み合わせた構成を示す概略図である。
【図５】窒素インフラの建屋への防消火とバックアップを示す概略図である。
【図６】窒素による防消火設備を示す概略図である。
【符号の説明】
【００７０】
　１　　　水素製造所
　２　　　窒素製造所
　３　　　水素・窒素混合器
　４　　　水素・窒素分離器
　５　　　水素精製器
　６　　　水素ステーション
　７　　　燃料電池車
　８　　　水素・窒素混合ガス導管
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　９　　　窒素導管
　９　　　窒素ベント管
１０　　　窒素配管
１１　　　窒素リサイクル配管
１２　　　対象建屋
１３　　　空気分離器
１４　　　病院
１５　　　液化酸素ローリ輸送
１６　　　液化窒素ローリ輸送
１７　　　窒素元弁ロック機能
１８　　　（窒素元弁開閉）パスワード入力装置
１９　　　連結用配管
２０　　　水素導管
　Ａ　　　人口平均地域
　Ｂ　　　人口過疎地域
　Ｃ　　　人口密集地域
　Ｄ　　　対象建屋敷地

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【手続補正書】
【提出日】平成29年10月24日(2017.10.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５９】
　更にＢ地区に孤立した対象建屋が存在し、かつ水素・窒素分離器から遠距離になり配管
による窒素輸送が困難な場合は、特例として後述する液化窒素ローリ車によるバックアッ
プ方式を採用して建屋内に直接液化窒素吹き込むことも可能である。例えばＢ地区に自衛
隊の基地が存在し、その敷地内にある爆薬等危険物を保管する倉庫が火災・爆発の危険に
曝されたケースがこれに該当する。
【手続補正書】
【提出日】平成30年6月4日(2018.6.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　導管を用いた水素インフラが存在する広域な地域において使用される窒素製造所の窒素
供給設備であって窒素製造所から導管を用いて水素導管中に窒素を混合して水素・窒素の
混合ガスとし、更に供給先の人口密度により供給地域を人口過疎地域、人口密集地域及び
人口平均地域の三地域に分類して窒素製造所、窒素導管、水素・窒素混合器、水素・窒素
分離器及び水素精製器を用いて上記の地域毎に独立した構成の供給方式を定め、各々の地
域に窒素を水素・窒素の混合ガス又は窒素単独ガスとして供給することを特徴とする窒素
インフラシステム。
【請求項２】
　前記窒素製造所の窒素供給設備が窒素製造設備又は窒素リサイクル設備のいずれかある
いはその両方を備え、水素・窒素混合器及び水素・窒素分離器を使用してガス中の水素と
窒素の混合比率を任意の組成に調整して水素・窒素の混合ガス又は窒素単独ガスとし、前
記の地域区分に従って地域を三地域に分類しこれ等の三地域を組み合わせた供給先に導管
を用いて窒素を水素・窒素の混合ガス又は窒素単独ガスとして供給することを特徴とする
請求項１に記載の窒素インフラシステム。
【請求項３】
　前記窒素インフラの水素・窒素混合器及び水素・窒素分離器が水素分子と窒素分子の大
きさの差を利用した膜方式又は水素分子と窒素分子の固体吸着物質への吸着力の差を利用
した吸着方式であって、水素・窒素の混合ガス中の水素及び窒素濃度を測定するに当たり
両ガスの熱伝導度又は電気伝導度の差を利用して水素・窒素混合ガス中の水素と窒素の濃
度を測定し、これ等の濃度と水素及び窒素の流量を組み合わせて水素・窒素の混合比率を
任意に調節できることを特徴とする請求項１に記載の窒素インフラシステム。
【請求項４】
　前記窒素インフラが水素インフラの防災設備として使用されることに加え窒素インフラ
の窒素供給設備から新たに配管を使用して窒素を分岐し、前記、請求項１に記載の三地域
に存在する物流倉庫、美術館等の密閉型建屋における災害の発生時又は発生予想時に建屋
内に窒素ガスを吹き込むことにより建屋内の酸素濃度を低下させて建屋の火災・爆発災害
を防ぐ防消火設備として活用することを特徴とする請求項１に記載の窒素インフラシステ
ム。
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【請求項５】
　前記窒素インフラの窒素供給設備が同設備が存在する地域の空気分離装置から分離され
た窒素を液化窒素とし、これを液化窒素ローリ車を用いて窒素供給設備まで輸送して窒素
供給のためのバックアップとして使用することを特徴とする請求項１に記載の窒素インフ
ラシステム。
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